
■帳票作成、印字及び封入封緘業務に係る個人情報の流れ (資料35ー2)

※現行、「受診票への印字」については区で行っているが、「帳票作成」及び「封入封緘」と合わせて、全て一括して事業者に委託する。


委託先

２ 帳票作成

受診票

３ 印 字

４ 封入封緘

・電磁的媒体（DVD-R等）

作業場

作成済帳票に

個人情報

を印字

完成品

・作業担当者の指定

・入退室管理

・連絡・報告体制の整備

・個人情報保護に対する

社員教育

封筒等

・操作ログ管理

・外部ネットワークと分割

・ウィルス感染の防止

・取扱責任者及び取扱

者の名簿提出

・ID・パスワード認証

・アクセス制御

・区職員による立入り調査

（印字又は封入封緘時）

・取扱責任者及び取扱者の

名簿提出

・電磁気媒体、パスワード

通知書は作業終了後に返

却させる。

・PC内データは、消去させ、

報告書を提出させる。

・確認書による記録６郵送

区民

・データの暗号化

・鍵付きケースで手渡し

による受け渡し

・確認書による記録

確認書による記録

業務フローの作成

パスワード通知書は金

庫（又は施錠可能な

キャビネット等）で保管

する。

・OMR等による機械照合や機械集計

【イントラＰＣ】

（保健情報システム用）

※情報システム課管理

対象者データ

５納品

７データ返却及び報告

１データ引き渡し
・ID/パスワード認証

・ウイルス対策･脆弱性

診断

・ファイアウォール

・不正侵入検知システム

（IDS）

・不正侵入防止システム

（IPS）の設置

･アクセス制御・ログ取得

など

新宿区


